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           算（第８号 教育委員会関係）について 
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教育部長（山田裕洋） 

 それでは、令和７年第12回教育委員会定例会

議について、教育長、進行をよろしくお願いい

たします。 

教育長（竹谷好弘） 

 改めまして、おはようございます。 

 ただいまより令和７年第12回教育委員会定例

会議を開会いたします。 

 出席委員数は定足数に達しておりますので、

会議は成立しておりますことをご報告いたしま

す。 

 議事録の署名委員は、規則によりまして、山

田教育長職務代理者と井上委員を指名いたしま

す。 

 それでは、教育長の活動報告、まずお願いい

たします。 

 主なものですけれども、11月20日、令和７年

度南河内地区市町村教育委員会研修会というこ

とで、講演会がございまして、教育委員のご出

席の皆さん、ありがとうございました。「人生

を楽しむキャリア教育」ということで、静岡大

学の塩田先生のお話を聞きました。 

 21日、近畿・大阪府中学校道徳教育研究発表

会南河内大会ということで、富田林のすばるホ

ールでございまして、来賓として出席をしてお

ります。 

 11月26日、こども未来フォーラム振り分け会

議ということで、未来フォーラムに向けまして

の質問が各学校でまとまっておりまして、それ

に市の担当部長さんがお答えしていくというこ

とで、その質問に対する答弁の依頼を各部長さ

んにした、というところの会議でございます。 

 12月９日と17日、18日ですが、校長会、教頭

会、園長会、それぞれの会議がございまして、

年末に当たりご挨拶をしております。 

 その他、各種会議に出席をしております。 

 以上、報告でございます。よろしいでしょう

か。 

 それでは、早速ですけれども、議事に移りた

いと思います。 

 本日の議案ですが、日程第１、議案第24号、

教育委員会事務局の管理職人事異動についてを

議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育政策グループ課長（森口健次） 

 それでは、日程第１、議案第24号、教育委員

会事務局の管理職人事異動についてご説明させ

ていただきます。 

 ２ページ、３ページをご覧ください。 

 令和７年12月１日付、教育委員会事務局の管

理職人事異動については、教育長に対する事務

委任規則第３条第２項の規定に基づき、臨時に

代理をいたしましたので、ご報告いたします。 

 こども政策部の転出でございます。 

 こども政策部こども家庭支援グループ、伯井

参事が総務部税務グループ参事に異動されまし

た。 

 次に、令和８年１月１日付、教育部の転出で

ございます。 

 教育政策グループ、安達課長補佐が総務部法

制・総務グループ課長補佐に異動されます。 

 転入でございます。 

 健康福祉部福祉政策グループ、鳥山課長補佐

が教育政策グループ課長補佐に異動されます。 

 以上、簡単ではございますが、人事異動の説

明とさせていただきます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本案を原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 
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 本案については承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第25号、大阪狭

山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

こども育成グループ課長（牧宏幸） 

 それでは、議案第25号、大阪狭山市特定乳児

等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例につきまして、ご説明いたします。 

 少し長くなりますので、失礼して座ってご説

明させていただきます。 

 まず、本案件につきましては、11月14日付で

国基準が示されるなど、時間的余裕がない中で

条例制定に係る手続を進める必要が生じたこと

から、教育長に対する事務委任規則第３条第２

項に基づき、教育長が臨時に代理し、議会にご

提案いたしました案件で、本日教育委員会にご

報告の上、ご承認をいただきたい案件となって

おります。 

 また、本条例の新規制定に際しまして、令和

７年11月４日火曜日から同25日火曜日までの間

でパブリックコメントを実施した結果、１件の

ご意見をいただきました。本意見につきまして

は、乳児等通園支援制度の目的や面談の実施、

実施施設への配慮等について、ご懸念等のご意

見をいただいたものでございますけれども、市

としては、それぞれのご懸念に対する市の姿勢

や考え方をホームページ上でお示しするととも

に、条例文に対しては直接的な影響を与えるも

のではなかったため、素案を修正することなく

提案いたしましたことを、補足で報告いたしま

す。 

 それでは、議案資料５ページをお願いいたし

ます。 

 まず、本条例の制定の理由でございますけれ

ども、令和６年６月12日に公布されました子ど

も・子育て支援法等の一部を改正する法律によ

りまして、子ども・子育て支援法が改正され、

新たな通園制度となる乳児等通園支援事業にお

ける給付制度として乳児等のための支援給付が

創設されたことに伴い、本給付制度の対象とな

る事業者につきましては、市町村が条例により

定めた基準に従い、乳児等通園支援を提供しな

ければならないとされたことから、本市におき

ましても基準を定めるため、法第54条の３にお

いて準用する第46条第２項に基づきまして本条

例を制定するものでございます。 

 制定の概要でございますけれども、まず、本

条例につきましては、乳児等通園支援事業を行

う事業者が児童福祉法に基づく認可基準を満た

すことを前提としながらも、子ども・子育て支

援法に基づく運営に関する基準を満たしている

ことを確認するため、本市における運営に関す

る基準を定めるものでございます。 

 条例の制定に当たりましては、子ども・子育

て支援法の規定により、内閣府令に従い、また

はこれを参酌することとされておりまして、本

市におきましては、国の定める基準と異なる内

容を定める特段の事情がないことから、国が定

める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準のとおり定めてまいるものでございます。 

 各条項の内容について、でございます。 

 まず、本則第１条関係では、条例の趣旨につ

いて定めております。 

 第２条関係では、条例で使用する用語の定義

について規定しております。 

 第３条関係では、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準は、内閣府令の規定によるこ

ととしております。なお、内閣府令の内容につ

きましては、後ほど改めてご説明をいたします。 

 次に、附則第２項関係では、大阪狭山市子ど

も・子育て協議会条例の一部改正といたしまし

て、本条例の制定に伴い、市長及び教育委員会
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の附属機関である大阪狭山市子ども・子育て協

議会の所掌事務に特定乳児等通園支援事業の利

用定員の設定に関することを加えることといた

します。 

 附則第３条関係では、大阪狭山市立幼稚園設

置に関する条例の一部改正といたしまして、乳

児等通園支援事業を公立施設で行う場合の費用

負担について条例で定めておく必要があるため、

乳児等通園支援事業の利用料金に関する規定を

加えることといたしました。 

 施行期日につきましては、令和８年４月１日

としておりますけれども、附則第２項の大阪狭

山市子ども・子育て協議会条例の一部改正、こ

ちらにつきましては公布の日から施行すること

としております。 

 次に、内閣府令において示されました特定乳

児等通園支援事業の運営に関する基準の内容に

ついて、概要をご説明いたします。 

 本日お配りしておりますＡ４横の参考資料、

大阪狭山市特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定める条例の制定に関する考え方、

こちらの表をご覧いただければと思います。 

 この表ですけれども、左から２列目の列、特

定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令

和７年内閣府令第95号）、こちらが国の示して

おります基準を記載しております。一番右側、

本市基準案では、当該条文に対する本市の対応

姿勢、方針をお示ししておりまして、冒頭申し

上げましたように、市としては、全項目につき

まして国が策定した基準のとおり定めていくも

のとしております。 

 では、各条項につきまして簡単にご説明をい

たします。 

 まず、第１条では、国が基準を策定する趣旨

ですので、対象外としております。 

 第２条では、事業者の一般原則について定め

ております。 

 第３条関係では、利用定員について、支給対

象となる小学校就学前の子どもの区分ごとに、

１時間当たりの利用定員を定めることとしてお

ります。 

 次ページをお願いいたします。 

 第４条では、面談の取扱いとして、特定乳児

等通園支援を提供するときは、子ども及びその

保護者の心身の状況及び養育環境を把握するた

め、当該保護者との面談を行わなければならな

いこととし、運営規程の概要や職員の勤務体制

などの重要な事項は、文書を交付して説明を行

い、同意を得なければならないことを定めてお

ります。 

 第５条から第８条では、提供拒否の禁止やあ

っせん、要請への協力、認定証の確認や申請の

支援等について定めております。 

 第９条では、心身の状況等の把握につきまし

て、当該子どもの養育環境や他のサービスの利

用状況を含め、把握に努めなければならない旨

を定めております。 

 第10条では、事業者は、継続的に提供される

特定教育・保育及び特定地域型保育との円滑な

接続に資するよう、子どもに係る情報の提供や

特定教育・保育施設等との密接な連携に努めな

ければならないことを定めております。 

 第11条では、提供の記録の取扱いについて定

めております。 

 次ページをお願いいたします。 

 第12条では、保護者負担について規定してお

ります。 

 第13条では、乳児等通園支援給付の通知等に

ついて定めております。 

 次ページをお願いいたします。 

 第14条では、取扱い方針については、保育運

営方針に基づき、適切な提供をしなければなら

ない旨を定めております。 

 第15条では、事業者は、通園支援の質を担保
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するため、自己評価及び定期的な外部評価を受

け、常に改善に努めなければならないことを定

めております。 

 第16条から第19条につきましては、相談、援

助や緊急時の対応、不正等に係る市町村への通

知、重要事項に係る運営規程の制定等について

定めております。 

 次ページをお願いいたします。 

 第20条では勤務体制の確保、第21条では利用

定員の遵守、第22条では運営規程の重要事項の

掲示、第23条、第24条では差別的取扱いや虐待

等の禁止、第25条では秘密保持、第26条では情

報提供等について、それぞれ定めております。 

 次ページをお願いいたします。 

 第27条では利益供与の禁止、第28条では苦情

解決、第29条では地域との連携等について、そ

れぞれ定めております。 

 次ページをお願いいたします。 

 第30条では、事故発生時の取扱いについて、

第31条、第32条では、会計は区分した上で、各

記録の整備、保存等の取扱いについて定めてお

ります。 

 また、次ページから最終までにつきましては、

電磁的記録の取扱いについて定めております。 

 なお、議案資料の７ページ、８ページには、

先ほど附則のところで申し上げました大阪狭山

市子ども・子育て協議会条例及び大阪狭山市立

幼稚園設置に関する条例の新旧対照表をそれぞ

れ添付しておりますので、ご参照いただければ

と思います。 

 なお、最後になりますが、本条例につきまし

ては、市議会に提案いたしました結果、12月23

日付において承認可決いただいておることを、

補足説明いたします。 

 以上、誠に簡単な説明でございますけれども、

ご承認賜りますようお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

教育委員（井上寿美） 

 教えていただきたいんです。国が示している

内閣府令の第５条のところなんですが、「正当

な理由がなければ、これを拒んではならない」

という文言がございまして、正当な理由という

のは、市としてはどういうものが考えられると

想定されているのか教えてください。 

教育長（竹谷好弘） 

 担当。 

こども育成グループ課長（牧宏幸） 

 いつもありがとうございます。 

 例えば物理的に受け入れることが難しい、例

えばですけれども、医療的ケアが必要な児童さ

ん、そういう方も申し込むことは可能なんです

けれども、その利用される施設において医師、

看護師等といった受け入れる体制が物理的に難

しい場合につきましては、協議の上、場合によ

っては断らせていただくというケースも生じる

のかなと考えております。 

教育長（竹谷好弘） 

 どうぞ、井上委員。 

教育委員（井上寿美） 

 ありがとうございます。 

 今、医療的ケア児さんのお話を出してくださ

ったんですが、障がいのあるお子さんを育てて

おられる保護者の方たちが一番気にされるのは、

障がいを理由に、無理です、無理じゃなくても

無理ですという、そういうお断り対象にならな

いかな、ということを心配されているように、

ちょっとお声は届くんです。 

 ということなので、ぜひ、本当に看護師、医

療関係者１名いなければ難しいという場合は、

確かに子どもの命が大事ですから、おっしゃる

とおりかなと思うんですけれども、そのあたり
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のところはよくアンテナを張っていただきまし

て、不当にお断りされている、というようなこ

とがないように対応していただけたらいいかな

と思いましたので、意見させていただきました。

ありがとうございます。 

教育長（竹谷好弘） 

 特に答弁はよろしいですか。ご意見というこ

とで、よろしいですかね。 

 それでは、ほかに何かご質問、ご意見等ござ

いますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本案を原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については承認されました。 

 続きまして、日程第３、議案第26号、令和７

年度（2025年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（第８号 教育委員会関係）についてを議題と

いたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育政策グループ課長（森口健次） 

 それでは、日程第３、議案第26号、令和７年

度（2025年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（第８号 教育委員会関係）についてご説明さ

せていただきます。 

 本件につきましては、予算関連所属が複数ご

ざいますので、教育政策グループから一括して

ご説明させていただきます。 

 資料のほうは９ページから12ページでござい

ます。 

 10ページのほうをご覧ください。 

 歳出でございます。 

 令和７年度人事院勧告に基づき、給与月額及

び期末勤勉手当の支給月数及び通勤手当の引上

げの見直しがされたことに伴い、教育委員会が

所管する各事業におかれまして、正規職員給与、

会計年度任用職員報酬、期末手当、勤勉手当、

通勤手当を増額するもので、民生費、児童福祉

費の各事業、教育費、教育総務費の各事業、幼

稚園費の幼稚園運営事業、社会教育費の各事業、

保健体育費の学校給食運営事業でございます。 

 なお、それぞれの金額については割愛させて

いただきます。 

 歳出合計といたしまして、5,562万2,000円の

増額でございます。 

 私からの説明は以上でございますが、ご質問

がございましたら担当課長からご説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本案を原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については承認されました。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、定例会議を閉会いたしま

す。 

                  以上 

 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

  教育委員会教育長 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

  教育委員会 委員 

 

  教育委員会事務局職員 


